お年寄り便利帳への広告掲出に関する取扱基準
    平成24年10月31日決定
  （趣旨）

第１条  この基準は，水戸市広告掲出等に関する要項（平成19年水戸市告示第160号。以下「要項」という。）に定めるもののほか，要項第17条の規定に基づき，高齢者向けの福祉サービス及び各種高齢者施設の情報の入手を希望する利用者又は事業者に配布する印刷物（「お年寄り便利帳」という。）に掲出すること（以下「広告掲出」という。）について，必要な事項を定めるものとする。
  （広告掲出する印刷物）

第２条  広告を掲出する印刷物は，お年寄り便利帳とする。
  （広告の規格等）

第３条  広告の規格等は，次のとおりとする。

  ⑴  広告の規格    縦5.2cm×横8.8cm，縦5.2cm×横17.8cm，縦11.8cm×横17.8cm，縦24.9cm×横17.8cm
  ⑵  掲載面    お年寄り便利帳の中の広告集約ページ
  ⑶  色彩    フルカラー印刷

  ⑷  冊数    13,000冊

２  市長は，前項第２号の規定にかかわらず，お年寄り便利帳の編集上支障があると認めるときは，広告を掲載する位置を変更することができる。

  （広告掲出の申込み等）

第４条  要項第４条第１項の申込書は，広告掲出申込書（様式第１号）とする。
２  要項第５条第１項の通知は，広告掲出決定通知書（様式第２号）により行うものとする。
３  広告掲出の申込み審査は，申込みの受付順により行うものとする。
  （掲出料）

第５条  掲出料は，次のとおりとする。

  ⑴  縦5.2cm×横8.8cmあたり20,000円
  ⑵  縦5.2cm×横17.8cmあたり40,000円
　⑶　縦11.8cm×横17.8cmあたり60,000円

　⑷　縦24.9cm×横17.8cmあたり90,000円

      付  則

    この基準は，平成24年11月１日から施行する。
　　　付  則

    この基準は，平成29年12月１日から施行する。

　　　付　則

　　この基準は，平成30年10月10日から施行する。
　　この基準は，令和２年11月30日から施行する。
